
茨城県養蜂適正配置推進会議設置要項 

 

第１（目的） 

  蜂群の適正配置、蜜源の増殖を図るため、「養蜂振興法の施行について（平成 24 年 11 月 1

日付け 24生畜第 1518号農林水産省生産局長通知）」に基づき、茨城県養蜂適正配置推進会議

（以下「適正配置推進会議」という。)を設置する。 

 

第２（協議事項) 

  適正配置推進会議は、目的を達成するため以下事項について協議する。 

 １ 県外からの転飼、県内の転飼、および県内の定飼を含む県内全域の県内蜂群の適正配置、

調整に関すること。 

 ２ 蜜源の増殖対策に関すること 

 ３ 衛生対策（腐蛆病）に関すること 

 ４ その他目的を達成するために必要な事項 

 

第３（構成) 

  適正配置推進会議の構成は、次のとおりとする。 

 国：関東森林管理局茨城森林管理署長 

  県：産地振興課長、農業技術課長、林業課長、各農林事務所企画調整部門振興・環境室長、各

家畜保健衛生所長、畜産課長 

  県内養蜂業者等で組織する団体：茨城県養蜂協会会長 

 

第４（適正配置推進会議の開催） 

   適正配置推進会議は、畜産課長が召集し議長となり、原則として年１回開催する。 

 ただし、畜産課長が適正配置推進会議の開催が必要と認めたときは、適時開催する。 

 

第５（蜂群の適正配置推進） 

   県は、蜂群の適正配置の推進や情報収集及び周知等を行うため、茨城県養蜂適正配置推進団

体を指定する。 

 

第６（転飼計画書） 

  円滑な蜂群の配置調整をするため、県内への転飼を計画する者は、その年の１月３１日まで

に、第５で指定した団体へ転飼計画書（様式１号）を提出するものとする。 

 

第７（意見の聴取) 

  議長は、適正配置推進会議に必要に応じ関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。 

 

第８（補則） 

   この設置要項に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、畜産課長が定めるもの

とする。 

 

   付 則 

 この要項は、平成１５年４月１日から施行する。 

  この要項は、平成２２年１月２５日から施行する。 

 この要項は、平成２５年１月１日から施行する。 

 この要項は、平成２７年３月１３日から施行する。 

 この要項は、平成３１年１月３１日から施行する。 



この要項は、令和４年３月２２日から施行する。 

この要項は、令和６年３月６日から施行する。 

この要項は、令和７年４月８日から施行する。 



※目的：越冬、採蜜、花粉交配等を記入すること 

※別紙「蜜蜂転飼計画書に記載された個人情報の利用に関する同意書」を添付すること 

（様式１号） 

 

   年 蜜 蜂 転 飼 計 画 書 

 

  年  月  日 

 

   茨城県養蜂協会会長  殿 

   （茨城県養蜂適正配置推進団体）   

 

氏 名  

住 所  

 

    年の茨城県内への転飼（養蜂振興法第４条の転飼）について、下記のとおり提出します。 

 

記 

 

移動前飼育場所 転飼予定場所 蜂場 

土地 

所有者 

転飼予定期間 最 大

計 画

蜂 群

数 

転飼目的 備考 

    年 月 日 

から 

 年 月 日 

まで 

   

    年 月 日 

から 

 年 月 日 

まで 

   

    年 月 日 

から 

 年 月 日 

まで 

   

    年 月 日 

から 

 年 月 日 

まで 

   



（別紙） 

 

蜜蜂転飼計画書に記載された個人情報の利用に関する同意書 

 

令和  年  月  日 

 

 茨城県知事 殿 

現 住 所  

電 話 番 号  

氏名又は名称  

及び代表者氏名  

 

１ 個人情報の利用目的 

茨城県は、養蜂の振興（蜂群の配置調整、蜜蜂の防疫、農薬被害の防止及びその他

の養蜂の振興）に必要な範囲内においてのみ利用する。 

 

２ 個人情報の安全管理措置 

茨城県は、取り扱う個人情報の安全管理のため、安全管理に関する取扱規定等の整

備及び実施体制の整備を講じる。 

 

３ 個人情報の第三者への提供 

茨城県は、個人情報を第三者に提供するに当たり、次の場合を除き、本人の同意な

く第三者に個人情報を提供しない。 

・法令に基づく場合 

・茨城県の管理監督の下、蜂群の配置調整、蜜蜂の防疫、農薬被害の防止及びその他

養蜂の振興に必要な範囲内で関係者（蜜蜂飼育者、市町村、他の都道府県）並びに

関係機関等の協力が必要な場合 

 

 

個人情報の取扱いに当たっては、上記の内容に同意します。 

 

      署名欄               

 


